
議第１０６号 呉市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）等の一部改正により，延滞金額の算定

に係る計算の見直しが行われたこと等に伴い，所要の規定の整備をするものです。 

 

２ 主な改正の内容 

(1) 延滞金額の算定に係る計算方法の見直し 

国税における延滞税の取扱いの見直しに準拠して，次のとおり市民税の減額

更正後に増額更正が行われた場合に，延滞金の計算の基礎となる期間から一定

の期間を控除して延滞金額を計算することとします。 

ア 個人市民税 

  所得税の納税義務者が修正申告書を提出し，又は国の税務官署が所得税の

増額更正をしたとき（国の税務官署が所得税の増額更正をしたことに基因し

て，当初の賦課した税額が減少した後に，その賦課した税額が増加したとき

に限る。）は，その追徴すべき不足税額（当該減額更正前に賦課した税額か

ら当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額に達するまでの部分

に相当する税額に限る。）について，延滞金の計算の基礎となる期間から一

定の期間を控除して延滞金額を計算することとします。 

イ 法人市民税 

  修正申告書の提出があった場合において，当該修正申告書に係る市民税に

ついて当初申告書が提出されており，かつ，当該当初申告書の提出により納

付すべき税額を減少させる更正があった後に当該修正申告書の提出があった

ときは，当該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係

る税額に達するまでの部分に相当する税額に限る。）について，延滞金の計

算の基礎となる期間から一定の期間を控除して延滞金額を計算することとし

ます。 

  

(2) 個人市民税における特例適用利子等及び特例適用配当等に係る規定の整備 

  日本と台湾との間で，国家間における租税条約に相当する枠組みが構築され

たことにより，外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得

税等の非課税に関する法律の一部を改正する法律（昭和３７年法律第１４４号）

が一部改正され，日本の租税条約相手国以外の外国であって，相互主義を満た

すものとして指定する外国（現在は台湾が該当）との間でも，国家間の租税条

約締結と同様の課税に関する特例が適用されることとなりました。そのため，

外国に所在する投資事業組合等を通じて日本国居住者である構成員が得る利子

及び配当に係る個人市民税について，特別徴収ができない場合の申告に基づく

課税に関する規定等の整備を行います。 
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・ 日本国居住者である構成員Ａが台湾所在の投資事業組合等を通じて日本の

国内源泉所得となる利子所得を得る。 

 ・ 当該投資事業組合等は日本の国内法による課税上存在しないものとして取

り扱われる一方，台湾の国内法上は課税客体とされるため，日台租税取決め

では当該利子所得は当該投資事業組合等の所得とみなされる。 

 ・ 一方の居住者が取得する他方の国の源泉所得については，源泉地国（この

例の場合は日本）においては限度税率（台湾との取決めにおいては１０パー

セント）による課税又は免税としなければならない。当該投資事業組合等が

免税とすべき機関である場合，日本の金融機関による源泉徴収（特別徴収）

は行われない。 

 ・ この場合，日本の国内法上は日本国居住者に対し２０パーセント（所得税

１５パーセント＋県民税２パーセント＋市民税３パーセント）で課税できる

にもかかわらず，源泉徴収及び特別徴収がされないため，課税してよい２

０％を課税するための規定が必要となる。 

 

(3) その他 

前２号の改正に伴う，条項の整理及び字句の修正を行います。 

 

３ 施行期日 

  平成２９年１月１日 

（団体課税選択）

【日本】

金融機関

利子

【台湾】

投資事業組合等
届出書類

構成員B構成員A

租税取決め特典により，免税又は税率

制限⇒源泉徴収及び特別徴収ができな

い部分が生じる

本来は２０％を源

泉徴収及び特別徴

収をすべき

・所得税１５％

・県民税 ２％

・市民税 ３％


